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いわて復興パワー 募集要項 

 

岩手県企業局（以下「企業局」という。）と東北電力株式会社（以下「東北電力」という。）は、企業局と

東北電力が連携し、平成３０年４月より、東北電力は、岩手県内の企業等を対象とした低廉な電力の供給

を行なうとともに、企業局は、県の一般会計への繰出しを通じて、震災復興・ふるさと振興関連施策を財

政的に支援し、これを一体的に進めることにより、地域の発展等に貢献する「いわて復興パワー」に取り

組んでおり、令和５年１２月１９日付け「岩洞第一発電所など１０か所の電力供給契約」第２７条の規定

に基づき、令和６年４月以降も供給を継続することとした。 

この募集要項（以下「要項」という。）は、いわて復興パワーによる電力供給の適用内容や供給要件、申

請手続、その他必要事項を規定するものである。 

 

１ 目的 

企業局と東北電力は、企業局の水力発電所で発電された電力を活用し、一定の要件を満たした岩手県

内の企業等に対して、企業局の東北電力への売電電力量相当の範囲内で東北電力の標準的な電気料金か

ら割引した価格で電力を供給することにより、「震災復興」・「ふるさと振興」に寄与しようとするも

のである。 

 

２ 定義 

この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 企業等 

法人その他の団体（国および地方公共団体を除く。）および個人事業主をいう。 

(2) 申請者 

いわて復興パワーによる電力供給を希望し、この要項に基づき申請する企業等をいう。 

(3) 適合事業者 

いわて復興パワーの適用に関して、供給要件に適合する旨の通知を受けた申請者をいう。 

(4) 供給場所 

いわて復興パワーの電力供給を希望する場所であって、申請者が東北電力と単独で電力需給契約を

締結している、または締結予定の岩手県内の需要場所をいう。 

(5) 供給可能量 

いわて復興パワーによる供給電力量の上限値（企業局の東北電力への売電電力量相当の約５億  

４００万キロワット時）をいう。 

(6) いわて復興パワー事務局 

企業局および東北電力の両者にて設置する申請者の募集および適合事業者の選定を行なう組織をい

う。 

 

３ 適用内容 

いわて復興パワーによる電力供給の適用内容は、東北電力の「電気標準約款［高圧］」および「電気

供給実施要綱（高圧）」（以下、総称して「標準約款等」という。）に基づき締結している、または新
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たに締結する電力需給契約によるものとし、電気料金（以下「料金」という。）のうち、電力量料金単

価を低減して適用する。 

(1) いわて復興パワーの電力量料金単価 

いわて復興パワーの供給により適用される電力量料金単価（以下「適用単価」という。）は、標準

約款等または電力需給契約書で定める電力量料金単価を低減した別紙「いわて復興パワーの電力量料

金単価」による。 

なお、標準約款等または電力需給契約書に定める電力量料金単価が変更された場合は、別紙「いわ

て復興パワーの電力量料金単価」を変更する。 

(2) 適用期間 

いわて復興パワーによる料金の適用期間（以下「適用期間」という。）は、いわて復興パワーの供

給による料金の適用が開始された日（以下「適用開始日」という。）から、令和９年３月の料金にか

かわる計量期間の終期までとする。 

なお、適用開始日は、東北電力が「６(4) いわて復興パワー適用依頼書の提出」に定めるいわて復

興パワー適用依頼書を受理した日（以下「受理日」という。）に応じて、以下のとおりとする。ただ

し、新たに電気を使用される場合で、需給開始日が適用開始日以降となるときは、適用開始日は需給

開始日とする。 

① 受理日が令和６年３月１日以前の場合 

令和６年４月の料金にかかわる計量期間の始期とする。 

② 受理日が令和６年３月２日以降の場合 

受理日の直後の計量期間の始期とする。ただし、受理日が計量期間の始期と同日となる場合は受理

日とする。 

(3) 契約種別 

いわて復興パワーの適用を受けることができる契約種別は、標準約款等に定める「業務用電力」「業

務用季節別時間帯別電力」「業務用ウィークエンド電力」「高圧電力Ｓ」「高圧電力」「高圧季節別

時間帯別電力Ｓ」「高圧季節別時間帯別電力」のいずれかとし、契約種別が前記以外のとき、電力需

給契約に付帯する契約種別（需給調整を実施する契約等）を適用しているときは、原則としていわて

復興パワーによる電力供給を受けることができないものとする。 

(4) 適用期間中の解約の取扱い 

① 企業局または東北電力が非常変災その他の事由によりいわて復興パワーを供給することが困難と

なった場合は、いわて復興パワーによる契約を解約することがある。 

② 適合事業者の都合により適用期間中に契約を解約する場合は、企業局および東北電力がやむをえ

ないと認める場合を除き、令和７年３月の料金にかかわる計量期間の終期までに解約する場合には

適用期間の当初に、令和７年４月の料金にかかわる計量期間の始期から令和８年３月の料金にかか

わる計量期間の終期までに解約する場合には令和７年４月の料金にかかわる計量期間の始期に、令

和８年４月の料金にかかわる計量期間の始期以降に解約する場合には令和８年４月の料金にかかわ

る計量期間の始期に、それぞれさかのぼって、いわて復興パワーの適用により低減を受けた額に相

当する金額を精算するものとする。 

ただし、東北電力の「電気標準約款［高圧］」に定める「需給開始後の需給契約の消滅または変
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更にともなう料金および工事費の精算」により料金の精算額を申し受ける場合は、その精算額の対

象となった部分については精算しないものとする。 

③ いわて復興パワーによる電力供給を受ける企業等が次のいずれかに該当する場合には、いわて復

興パワーによる契約を解約することがある。この場合、②の規定を準用し、いわて復興パワーの適

用により低減を受けた額に相当する金額を精算する。 

・ 偽りその他不正の手段によりいわて復興パワーの適用を受けたとき。 

・ 岩手県暴力団排除条例（平成 23 年岩手県条例第 35 号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第

３号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者であることが判明したとき。 

(5) その他 

① 適用期間終了後に適用する電力量料金単価は、その時点における電力需給契約によるものとする。 

② 適用内容に定めのない事項については、標準約款等によるものとする。 

 

４ 供給要件 

いわて復興パワーの供給は、次のいずれの要件も満たす申請者および供給場所を対象とする。 

(1) 申請者は、岩手県内に事業所を置く、または置こうとする企業等であること。 

(2) 申請者は、供給場所において、東北電力から「３(3)契約種別」に定める契約種別による電力の全量

の供給を受けている、または令和８年９月３０日までに受ける予定であること。 

(3) 申請者は、次のいずれかに該当すること。 

① 平成２３年度以降、企業局が別途定める「適用補助金一覧表」に記載する補助金の交付を受けてい

ること。 

② 企業局が別途定める「認定認証等事業一覧表」に記載する認定認証等を受けていること。 

③ 既にいわて復興パワーによる電気の供給を受けていること。 

(4) 供給場所は、受電電圧が高圧（６，０００ボルト）で、契約電力が、原則として２，０００キロワッ

ト未満であること。 

 

５ 申請手続 

申請手続は、次のとおりとする。 

なお、令和５年度までにいわて復興パワーの適用を受けている企業等（いわて復興パワーによる契約

を解約した企業等を除く。）において、この要項による適用を希望する場合は、東北電力から送付する

文書（「いわて復興パワー」適用希望確認書）により、適用の意思表示がなされた返信をもって、「５

(3) 申請書類および提出部数」に定める申請書類および「６(4) いわて復興パワー適用依頼書の提出」

に定めるいわて復興パワー適用依頼書に代えるものとする。 

(1) 申請方法 

申請書類を取りまとめ、次の提出先へ郵送または持参により申請すること。 

【提出先】 

〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 11 番 1 号 

岩手県企業局経営総務室内「いわて復興パワー事務局」 
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(2) 申請期間 

令和６年１月９日（火）～ 令和８年９月３０日（水）（当日必着） 

※申請期間中であっても、受け付けた申請に係る年間の計画使用電力量の合計（令和５年度までに

いわて復興パワーの適用を受けている企業等〔いわて復興パワーによる契約を解約した企業等を

除く。〕の年間の計画使用電力量を含む。）が供給可能量を超えるときは、申請を受け付けない。 

(3) 申請書類および提出部数 

申請書類の名称 
提出 

部数 
備   考 

ア いわて復興パワー適用申請書（様式第１）  １部  

イ 供給場所等内訳書（様式第２） １部 複数の供給場所を対象とすることが可 

ウ 電気料金請求内訳書（写） １部 
供給場所毎に提出 

直近１か月分のみで可 

エ 適用要件確認書類（写） １部 

企業局が別途定める「適用補助金一覧

表」に記載された補助金の交付決定通知

書(写)または企業局が別途定める「認定

認証等事業一覧表」に記載された適用要

件確認書類(写) 

オ 年間電気使用計画書（様式第３） １部 

東北電力との電力需給契約を新たに締

結する予定がある場合、年間の使用電力

量の変更が見込まれる場合、または東北

電力からの受電が１年未満の場合にの

み提出 

 

６ 受付・審査・通知等 

(1) 受付 

事務局は、土日・祝日等を除き、９時から１７時の間で随時申請を受け付ける。ただし、受け付け

た申請に係る年間の計画使用電力量の合計が供給可能量を超えるときは、供給可能量に達した日の翌

日から申請の受付を停止するとともに、供給可能量に達した日に受付をした全ての申請について、一

括抽選により受付順を設定するものとする。 

なお、申請の受付を停止後、いわて復興パワーの適用を受けている企業等が契約を解約したこと等

により、年間の計画使用電力量の合計が供給可能量を一定程度下回った場合、申請の受付を再開する

ことがある。 

(2) 審査 

事務局は、申請の受付後、受付順に供給要件に合致しているか申請書類の審査を行なうとともに、

審査において申請書類の不備等が判明した場合は、申請者に当該書類の提出等を求め、提出等が完了

した時点で審査を再開するものとする。なお、事務局が申請書類の不備等の解消を求めたにもかかわ

らず、申請者がその求めに応じない場合、受付を解除することがある。 
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(3) 適合または不適合の通知 

事務局は、原則として、申請の受付後１か月以内に、適合または不適合に関する審査結果を申請者

に通知する。 

(4) いわて復興パワー適用依頼書の提出 

適合事業者は、別途、東北電力へいわて復興パワー適用依頼書を提出する必要がある。当該書類が

提出されない場合、いわて復興パワーの供給を受けることはできない。なお、東北電力からのいわて

復興パワー適用依頼書の提出案内については、(3)の適合通知に併せて行なう。 

 

７ その他留意事項 

(1) 申請書類の取扱い 

① 情報の利用 

・ 企業局は、審査に必要があるときは、申請書類に記載された情報について、岩手県の関係機関に

照会することができるものとする。 

・ 東北電力は、申請書類に記載された情報について、いわて復興パワーの供給のために利用するこ

とができるものとする。 

② 申請書類の返却 

提出された申請書類は、返却しない。申請書類の控えが必要な場合は、申請者において対応するこ

と。 

(2) 排出係数の取扱い等 

いわて復興パワーは、東北電力の電源構成に含まれるため、企業局の水力発電所で発電された電力

に限定されるものではない。申請に当たっては、そのことを承知いただくとともに、地球温暖化対策

の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）に基づく報告等に用いる排出係数については、東

北電力の事業者別排出係数を用いること。 

 

８ 問い合わせ先 

〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 11 番 1 号 岩手県企業局経営総務室内 

いわて復興パワー事務局 

電 話：０１９－６２９－６３８９ 

ＦＡＸ：０１９－６２９－６３８４ 

 

 

以 上 
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別紙 

 

いわて復興パワーの電力量料金単価（令和６年２月２８日時点） 

 

 

いわて復興パワーの電力量料金単価（税込み）は、次のとおりとする。 

 

（Ａ表）この募集要項実施の際現に東北電力の「電気供給実施要綱（高圧）（2023 年 4 月 1 日実施。）」

附則 2(2)の適用を受ける場合および令和 6 年 4 月 1 日以降に東北電力の「電気供給実施要綱（高圧

）（2024 年 4 月 1 日実施。）」附則 2 の適用を受ける場合、契約期間の終期を含む料金算定期間の終

期まで適用 

     なお、令和 6 年 4 月 1 日以降直後に到来する計量日（以下「令和 6 年 4 月の計量日」という。）

の前日までに使用される電気は、上段の電力量料金単価を適用し、令和 6 年 4 月の計量日から契約期

間の終期を含む料金算定期間の終期までに使用される電気は、下段の電力量料金単価を適用 

１．業務用電力を適用する場合 

 夏 季 料 金 その他季料金 

1 キロワット時につき 

令和 6 年 4 月の計量日の前日まで 19 円 60 銭 18 円 47 銭 

令和 6 年 4 月の計量日以降 19 円 50 銭 18 円 37 銭 

２．業務用季節別時間帯別電力を適用する場合 

 
ﾋﾟｰｸ時間 

料金 

昼間時間料金 夜間時間 

料金 夏季料金 その他季料金 

1キロワット

時につき 

令和 6年 4月の計量日の 

前日まで 
23 円 20 銭 21 円 75 銭 20 円 75 銭 14 円 59 銭 

令和 6 年 4 月の計量日 

以降 
23 円 02 銭 21 円 57 銭 20 円 57 銭 14 円 59 銭 

３．業務用ウィークエンド電力を適用する場合 

 
平日料金 

休日料金 
夏季料金 その他季料金 

1キロワット

時につき 

令和 6年 4月の計量日の 

前日まで 
20 円 83 銭 19 円 51 銭 15 円 78 銭 

令和 6 年 4 月の計量日 

以降 
20 円 73 銭 19 円 41 銭 15 円 68 銭 
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４．高圧電力Ｓを適用する場合 

 夏 季 料 金 その他季料金 

1 キロワット時につき 

令和 6 年 4 月の計量日の前日まで 19 円 19 銭 18 円 12 銭 

令和 6 年 4 月の計量日以降 19 円 09 銭 18 円 02 銭 

５．高圧電力を適用する場合 

 夏 季 料 金 その他季料金 

1 キロワット時につき 

令和 6 年 4 月の計量日の前日まで 17 円 65 銭 16 円 72 銭 

令和 6 年 4 月の計量日以降 17 円 55 銭 16 円 62 銭 

６．高圧季節別時間帯別電力Ｓを適用する場合 

 
ﾋﾟｰｸ時間 

料金 

昼間時間料金 夜間時間 

料金 夏季料金 その他季料金 

1キロワット

時につき 

令和 6年 4月の計量日の 

前日まで 
23 円 24 銭 21 円 79 銭 20 円 51 銭 14 円 59 銭 

令和 6 年 4 月の計量日 

以降 
23 円 06 銭 21 円 61 銭 20 円 33 銭 14 円 59 銭 

７．高圧季節別時間帯別電力を適用する場合 

 
ﾋﾟｰｸ時間 

料金 

昼間時間料金 夜間時間 

料金 夏季料金 その他季料金 

1キロワット

時につき 

令和 6年 4月の計量日の 

前日まで 
20 円 73 銭 19 円 50 銭 18 円 29 銭 14 円 59 銭 

令和 6 年 4 月の計量日 

以降 
20 円 55 銭 19 円 32 銭 18 円 11 銭 14 円 59 銭 
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（Ｂ表）この募集要項実施の際現に東北電力の「電気供給実施要綱（高圧）（2023 年 4 月 1 日実施。）」本

則に規定した料金の適用を受ける場合および令和 6 年 4 月 1 日以降に東北電力の「電気供給実施要

綱（高圧）（2024 年 4 月 1 日実施。）」本則に規定した料金の適用を受ける場合（Ａ表の適用を受

ける企業等が、契約期間満了後も引き続き電力需給契約を締結する場合を含む。）に適用 

     なお、令和 6 年 4 月の計量日の前日までに使用される電気は、上段の電力量料金単価を適用し、

令和 6 年 4 月の計量日以降に使用される電気は、下段の電力量料金単価を適用 

     ただし、新たな電力需給契約における料金適用開始日が、令和 6 年 4 月 1 日以降の場合、上記に

よらず下段の電力量料金単価を適用 

１．業務用電力を適用する場合 

 夏 季 料 金 その他季料金 

1 キロワット時につき 

令和 6 年 4 月の計量日の前日まで 30 円 99 銭 29 円 86 銭 

令和 6 年 4 月の計量日以降 29 円 77 銭 28 円 64 銭 

２．業務用季節別時間帯別電力を適用する場合 

 
ﾋﾟｰｸ時間 

料金 

昼間時間料金 夜間時間 

料金 夏季料金 その他季料金 

1キロワット

時につき 

令和 6年 4月の計量日の 

前日まで 
34 円 59 銭 33 円 14 銭 32 円 14 銭 25 円 98 銭 

令和 6 年 4 月の計量日 

以降 
33 円 29 銭 31 円 84 銭 30 円 84 銭 24 円 79 銭 

３．業務用ウィークエンド電力を適用する場合 

 
平日料金 

休日料金 
夏季料金 その他季料金 

1キロワット

時につき 

令和 6年 4月の計量日の 

前日まで 
32 円 22 銭 30 円 90 銭 27 円 17 銭 

令和 6 年 4 月の計量日 

以降 
31 円 00 銭 29 円 68 銭 25 円 95 銭 

４．高圧電力Ｓを適用する場合 

 夏 季 料 金 その他季料金 

1 キロワット時につき 

令和 6 年 4 月の計量日の前日まで 30 円 58 銭 29 円 51 銭 

令和 6 年 4 月の計量日以降 29 円 36 銭 28 円 29 銭 
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５．高圧電力を適用する場合 

 夏 季 料 金 その他季料金 

1 キロワット時につき 

令和 6 年 4 月の計量日の前日まで 29 円 04 銭 28 円 11 銭 

令和 6 年 4 月の計量日以降 27 円 82 銭 26 円 89 銭 

６．高圧季節別時間帯別電力Ｓを適用する場合 

 
ﾋﾟｰｸ時間 

料金 

昼間時間料金 夜間時間 

料金 夏季料金 その他季料金 

1キロワット

時につき 

令和 6年 4月の計量日の 

前日まで 
34 円 63 銭 33 円 18 銭 31 円 90 銭 25 円 98 銭 

令和 6 年 4 月の計量日 

以降 
33 円 33 銭 31 円 88 銭 30 円 60 銭 24 円 79 銭 

７．高圧季節別時間帯別電力を適用する場合 

 
ﾋﾟｰｸ時間 

料金 

昼間時間料金 夜間時間 

料金 夏季料金 その他季料金 

1キロワット

時につき 

令和 6年 4月の計量日の 

前日まで 
32 円 12 銭 30 円 89 銭 29 円 68 銭 25 円 98 銭 

令和 6 年 4 月の計量日 

以降 
30 円 82 銭 29 円 59 銭 28 円 38 銭 24 円 79 銭 
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いわて復興パワー適用申請書 

            令和     年     月     日 

いわて復興パワー事務局 御中        

      所在地 

      商号または名称 

                      代表者名         

       

 いわて復興パワーによる電力供給を希望いたしますので、いわて復興パワー募集要項に基づき、次のとお

り申請いたします。 

 

１． 申請内容 

①供給場所 
【名称】様式第２のとおり 

【住所】様式第２のとおり 

②電力需給契約の状況 様式第２のとおり 

③現行契約に係る受電期間 様式第２のとおり 

④電力需給契約予定日 様式第２のとおり 

⑤お客さま番号（既設の場合） 様式第２のとおり 

⑥契約名義 様式第２のとおり 

⑦契約種別 様式第２のとおり 

⑧契約電力 ※１             ｋＷ               

⑨年間使用電力量（kWh）※２ ｋＷｈ              

⑩適用要件 

□ ｢適用補助金一覧表｣に記載する補助金の交付 

 【番号】 

【名称】 

□ ｢認定認証等事業一覧表｣に記載する認定認証等 

 【番号】 

【名称】 

⑪いわて復興パワーの実績※３ 【申請実績等】□ 有 （□ 適合 □ 不適合 □ 審査中） □ 無  

⑫連絡先 
【所属】 【役職】 

【氏名】 【電話番号】 

事務局処理欄 

【受付年月日および受付番号】 【処理者】 

【１次審査年月日および審査結果】  

【年間使用電力量】              ｋＷｈ  

【２次審査年月日および審査結果】  【処理者】 

【適合/不適合通知年月日および適合番号】  

【適用供給電力量累計】            ｋＷｈ  

※１： 「様式第２」に記載の契約電力の合計値を記入 

※２： 「様式第２」に記載の年間使用電力量の合計値を記入 

※３： 申請実績が有の場合、その申請案件の適用実績として、適合、不適合、審査中のいずれかを記入 

２．関係書類（別紙） 

 （１）供給場所等内訳書（様式第２） 

 （２）電気料金請求内訳書（写）※４ 
※４： 供給場所毎に添付 

 （３）適用要件確認書類（写）※ ５ 
※５： 企業局が別途定める「適用補助金一覧表」に記載された補助金の交付決定通知書(写)または企業局が別途定める「認

定認証等事業一覧表」に記載された適用要件確認書類(写) 

 （４）年間電気使用計画書（様式第３）※６ 

様式第１ 

以 上 

※６： 東北電力との電力需給契約を新たに締結する予定、または東北電力からの受電が１年以上（年間の使用電力量の変

更見込み有）もしくは１年未満の場合のみ添付 
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供給場所等内訳書 

１．供給場所件数                   件 

２．契約電力合計                  ｋＷ 

３．年間使用電力量合計                ｋＷｈ 

４．供給場所等内訳  下表のとおり 

①供給場所※１ 
【名称】 

【住所】 

②電力需給契約の状況 □東北電力と単独契約 □東北電力と他社を併用 □東北電力と契約を予定 

③現行契約に係る受電期間※２ □ １年以上（年間の使用電力量の変更見込み □有 □無） □ １年未満 

④電力需給契約予定日※３  
事務局 

処理欄 

受付番号  

⑤お客さま番号（既設の場合）  適合番号  

⑥契約名義  不適合番号  

⑦契約種別 

□業務用電力 □業務用季節別時間帯別電力 □業務用ウィークエンド電力 

□高圧電力Ｓ □高圧季節別時間帯別電力Ｓ 

□高圧電力  □高圧季節別時間帯別電力  □その他（        ） 

⑧契約電力             ｋＷ 

⑨年間使用電力量（kWh）※４ ｋＷｈ（     年  月分 ～     年  月分） 

 

①供給場所※１ 
【名称】 

【住所】 

②電力需給契約の状況 □東北電力と単独契約 □東北電力と他社を併用 □東北電力と契約を予定 

③現行契約に係る受電期間※２ □ １年以上（年間の使用電力量の変更見込み □有 □無） □ １年未満 

④電力需給契約予定日※３  
事務局 

処理欄 

受付番号  

⑤お客さま番号（既設の場合）  適合番号  

⑥契約名義  不適合番号  

⑦契約種別 

□業務用電力 □業務用季節別時間帯別電力 □業務用ウィークエンド電力 

□高圧電力Ｓ □高圧季節別時間帯別電力Ｓ 

□高圧電力  □高圧季節別時間帯別電力  □その他（        ） 

⑧契約電力             ｋＷ 

⑨年間使用電力量（kWh）※４ ｋＷｈ（     年  月分 ～     年  月分） 

 

①供給場所※１ 
【名称】 

【住所】 

②電力需給契約の状況 □東北電力と単独契約 □東北電力と他社を併用 □東北電力と契約を予定 

③現行契約に係る受電期間※２ □ １年以上（年間の使用電力量の変更見込み □有 □無） □ １年未満 

④電力需給契約予定日※３  
事務局 

処理欄 

受付番号  

⑤お客さま番号（既設の場合）  適合番号  

⑥契約名義  不適合番号  

⑦契約種別 

□業務用電力 □業務用季節別時間帯別電力 □業務用ウィークエンド電力 

□高圧電力Ｓ □高圧季節別時間帯別電力Ｓ 

□高圧電力  □高圧季節別時間帯別電力  □その他（        ） 

⑧契約電力             ｋＷ 

⑨年間使用電力量（kWh）※４ ｋＷｈ（     年  月分 ～     年  月分） 

様式第２ 
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①供給場所※１ 
【名称】 

【住所】 

②電力需給契約の状況 □東北電力と単独契約 □東北電力と他社を併用 □東北電力と契約を予定 

③現行契約に係る受電期間※２ □ １年以上（年間の使用電力量の変更見込み □有 □無） □ １年未満 

④電力需給契約予定日※３  
事務局 

処理欄 

受付番号  

⑤お客さま番号（既設の場合）  適合番号  

⑥契約名義  不適合番号  

⑦契約種別 

□業務用電力 □業務用季節別時間帯別電力 □業務用ウィークエンド電力 

□高圧電力Ｓ □高圧季節別時間帯別電力Ｓ 

□高圧電力  □高圧季節別時間帯別電力  □その他（        ） 

⑧契約電力             ｋＷ 

⑨年間使用電力量（kWh）※４ ｋＷｈ（     年  月分 ～     年  月分） 

 

①供給場所※１ 
【名称】 

【住所】 

②電力需給契約の状況 □東北電力と単独契約 □東北電力と他社を併用 □東北電力と契約を予定 

③現行契約に係る受電期間※２ □ １年以上（年間の使用電力量の変更見込み □有 □無） □ １年未満 

④電力需給契約予定日※３  
事務局 

処理欄 

受付番号  

⑤お客さま番号（既設の場合）  適合番号  

⑥契約名義  不適合番号  

⑦契約種別 

□業務用電力 □業務用季節別時間帯別電力 □業務用ウィークエンド電力 

□高圧電力Ｓ □高圧季節別時間帯別電力Ｓ 

□高圧電力  □高圧季節別時間帯別電力  □その他（        ） 

⑧契約電力             ｋＷ 

⑨年間使用電力量（kWh）※４ ｋＷｈ（     年  月分 ～     年  月分） 

 

①供給場所※１ 
【名称】 

【住所】 

②電力需給契約の状況 □東北電力と単独契約 □東北電力と他社を併用 □東北電力と契約を予定 

③現行契約に係る受電期間※２ □ １年以上（年間の使用電力量の変更見込み □有 □無） □ １年未満 

④電力需給契約予定日※３  
事務局 

処理欄 

受付番号  

⑤お客さま番号（既設の場合）  適合番号  

⑥契約名義  不適合番号  

⑦契約種別 

□業務用電力 □業務用季節別時間帯別電力 □業務用ウィークエンド電力 

□高圧電力Ｓ □高圧季節別時間帯別電力Ｓ 

□高圧電力  □高圧季節別時間帯別電力  □その他（        ） 

⑧契約電力             ｋＷ 

⑨年間使用電力量（kWh）※４ ｋＷｈ（     年  月分 ～     年  月分） 
 

※１： 既に適合通知を受けている供給場所を除いて記入  

※２： 「② 電力需給契約」において、「東北電力と単独契約」を選択した場合、東北電力からの受電期間を記入  

※３： 「② 電力需給契約」において、「東北電力と契約を予定」を選択した場合に記入      

※４： 「③ 現行契約に係る受電期間」において、「１年以上（年間の使用電力量の変更見込み無）」を選択した場合は過去１年間の実績を記入し、「１年以上

（年間の使用電力量の変更見込み有）」または「１年未満」を選択した場合は計画値を記入 
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年間電気使用計画書 

 

供給場所 
【名称】 

【住所】 

 

月別 
最大電力 

（ｋＷ） 

電力量 

（ｋＷｈ） 

負荷率 

（％） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

計    

 

様式第３ 


